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現状の課題 
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現状の課題① 政策決定において、理念やゴール設定
が不明確 
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現在 

将来像 
どのような住民として 

受け入れ？  

30人？1,000人？ 

難民受け入れの理念やゴール
が設定されていない 
‒ 将来、市民としての難民を含
み、どのような日本社会とな
ることを目指すのか？ 

‒ 最終的に、どのような規模で
難民を受け入れるのか？ 

‒ どのような特徴の難民を受け
入れるのか？ 

受け入れ体制の改善に向けた
評価ができない 
‒ 目標がないため、サービス設
定・評価の拠り所がない 

- 例： どの規模を前提に
サービスを設計すべきか 

- 例： どのような状況を 

「自立」と定義するのか？  

課題 現状 
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現状の課題② 政策決定において、各ステークホル
ダーの関与がない 
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地域住民や難民自身
に有効な施策が構築
されていない 
‒ 各ステークホルダー
の有する知見が生
かされておらず、過
去の取り組みを踏襲 

‒ 社会にとっての難民
の価値を高める政
策なし 

ステークホルダーの
関与が認められてい
ない 
‒ 受け入れのゴール
を設定するためにも、
自治体、難民コミュ
ニティ、NPOなど、

ステークホルダー
の関与が重要 

政府 

国会議員 

自治体 

難民 

NPO 

・・・ 

これまでの 
政策決定当事者 

課題 現状 
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現状の課題③ 受け入れの体制・内容が不十分 

導入研修 

6ヶ月間 

地域での就労
研修・定住 

例： 
ｹｰｽﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ 

例： 
日本語 

難民が地域での居住
に多大な苦労 
‒ 例： 日本語のレベルが

低下し、子どもの急病の
際に、救急医療に自ら
アクセスできなかった 

 

※ インドシナ難民受け入れでの課題
への総括・反省がなされていない 
‒ 現在の支援スキームは、インドシナ
難民受け入れでの仕組みと類似 

難民受け入れ側にも
負担発生 
‒ 地域コミュニティやNPO

などが関与する仕組み
が作られず、自治体で
の予算化もない状況で、
雇用主等が苦労して受
け入れ 

• 都内で研修センター
付近での生活のため、
対応は比較的容易 
（実態としての対応状況
は不明） 

• 都内から遠隔での対
応のみで、個々の問
題への対応が困難 

= 対応水準 
  （イメージ） 

• 約6ヶ月間の日本語
教育・生活面の教育 
（ただし、達成目標が明
確でなく、目的に即した
教育内容となっていない
のでは） 

• 継続した日本語教育
なし 

• 地元の支援体制構築
への支援なし 

• 定住への支援が、6ヶ月で
大幅に縮小 

• 支援を引き継ぐべき自治
体や雇用主への事前のサ
ポートが不十分 

課題 現状 
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提案 
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提案1. 官民連携での政策立案 
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政策立案 

体制 

検討 
テーマ 

• 理念・ゴール設定： 難民受け入れにより、どのような社会を構築するか 
− 第三国定住難民のみならず、条約難民・人道的配慮も考慮 

• 評価方法設定： どのような指標を設定し、定期的にどのように施策を検証するか 

• 制度設計： 新たな難民受け入れ制度をどのようなものとするか 
− 再定住者選定、現地オリエンテーション、在留資格、定住訓練（日本語・就労・文化オリエン
テーション）、医療、雇用、教育などの個々のイシューについて、分科会により検討 

− 政策決定・官民協働の実施プロセス、合同評価なども念頭に置いた制度づくり 
− 検討にあたっては、情報開示・評価・検証が必須：パイロットケースおよび過去のインドシナ
難民受け入れから学ぶ 

• 予算化： 現状を確認した上で、民間も交える前提で予算化 

国会議員 自治体 難民 NPO ・・・ 

定住訓練 就労 

政府 

“円卓会議” 

法制化 
関係省庁・ 

団体による
包括的な 

協議 

関係省庁・ 

団体による
個別課題 

ごとの協議 
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提案2. 多様な視点による選定/対象者の拡大 
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現在の基準 
（前回意見交換会より） 

「定住に適合した人を受け
入れるという観点から、 
通常の難民保護と基本的
なところで違う。」 
 

現地調査の観点： 
＝定住に向いているか？ 
入国した後の定住への意欲、職業
適性、語学能力、資格があるか、
教育水準など 

•難民性についての視点がな
いとすれば、定住に関連した
選定をできる立場がよいので
は？ 

•脆弱性の観点も必要では？ 

今後の基準 
＜提案＞ 

① 定住に向いた難民を様々な視点で選定 

② 脆弱性が高い難民も選定 

− 受け入れ候補の自治体、支援団体など
と共同で選定ミッションを構成 

− 意欲、チャレンジ精神、リーダーシップ、
言語などの要件を見るにふさわしい団体
を選定 

− 家族構成についても様々な視点で検討
（単身者の可能性も） 

− 多くの国でとられているように、PTSDや
障碍がある難民などを含める 
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提案3. 継続的なサポートの提供 
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ケースマネジメント 

導入研修 

定着 

•生活習慣等研修 
•日本語研修 
•子弟教育等 
 

•難民への支援 
- 相談対応、日本
語研修、職業訓
練、子弟教育等 

•受け入れ地域側
での取り組み・地
域へのサポート 
 
 

•個別の課題に応
じた対応 
（トラウマケア等） 
 

1〜2年 2〜3年 

•ソーシャルワーカーを設置 
‒ パーソナルサポート制度を準用 

•各民族ごとに通訳を複数設置 

•必要人数は次第に減少
（地域での相談対応が
主軸に） 

2〜3ヶ月 

2〜3年 

•習得状況・就労状況に
応じて、支援を延長 
•相談体制は維持 

•個々のニーズを確認して対応 

•自治体、住民・企業、NPOによる協議体設置 

•学校教員など受け入れ側の研修を行い、子弟
を早期に学校・地域に繰り入れ 

•就労開始後も、日本語教育・職業訓練等継続 

適切な団体が共同で提供 
（必ずしも1法人に集約しない） 

1〜2年 

当初の集合研修は最小限とし、できる限り定着先地域にて
長期的に支援できるようにする（可能であれば最初から） 

提供スケジュール（入国前以降・イメージ） 

全体ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ •受け入れ施策をコーディネート 

自治体での受け入れのため、
各自治体に予算がつく仕組み
必要 

必要なサービス 
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提案4. 受け入れ体制： オプション① 自治体主導  
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政府／円卓会議 

自治体（複数） 

• ケースマネジメント 
• 通訳 
• 日本語教育 
• 住居（公営住宅など） 
• 教育（学校/課外） 
• 医療サポート（通訳等） 
• 就労斡旋 
• コミュニティ支援 
 
※ 入国後1〜1.5ヶ月程度の集合での導入研修は、 
各自治体から担当を出すことで対応可能 

自治体
各部署 

NPO/ 
住民組織 

その他 
民間 

• 政策決定 
• 予算策定 
• 受け入れ先自治体選定 
• モニタリング 

• 自治体内の 
全体コーディネーション 

担当者の 
外部委託も 
可能 

先輩難民の
サポートも 
実施 

それぞれ、 
民間サービス
プロバイダー
への委託も 
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提案4. 受け入れ体制： オプション② 統括機関設置 
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政府／円卓会議 

自治体（複数） 

• ケースマネジメント 
• 通訳 
• 日本語教育 
• 住居（公営住宅など） 
• 教育（学校/課外） 
• 医療サポート（通訳等） 
• 就労斡旋 
• コミュニティ支援 

自治体
各部署 

NPO/ 
住民組織 

その他 
民間 

• 政策決定 
• 予算策定 
• 受け入れ先自治体選定 

• 自治体内の 
コーディネーション 

担当者の 
外部委託も 
可能 

先輩難民の
サポートも 
実施 

それぞれ、 
民間サービス
プロバイダー
への委託も 

統括機関 • 各地域での受入状況をモニタリング・報告 
• 各自治体と共同でプログラム策定し、 
レベルあわせも行う 
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提案4. 受け入れ体制： オプション③  
民間コンソーシアムで受け入れ 
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政府／円卓会議 

民間コンソーシアム（複数） 

• ケースマネジメント 
• 通訳 
• 日本語教育 
• 住居（公営住宅など） 
• 教育（学校/課外） 
• 医療サポート（通訳等） 
• 就労斡旋 
• コミュニティ支援 

自治体
各部署 

NPO/ 
住民組織 

その他 
民間 

• 政策決定 
• 予算策定 
• 受け入れ先自治体選定 
• モニタリング 

• 地域内（複数自治体に 
わたる可能性）の 
全体コーディネーション 

自治体と協議の
上、地域での 
受け入れを統括 

先輩難民の
サポートも 
実施 

それぞれ、 
民間サービス
プロバイダー
への委託も 
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（参考）インドシナ難民定住における官民の連携 
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当初6ヶ月間の研修 その後の定住 

サポート
提供機関/ 
提供内容 

アジア福祉教育財団 

難民事業本部 

• 定住促進センター等設置し、 
日本語教育など提供 

ISSJ, インドシナ難民を助
ける会など 

• ケースワークを行い、 
日本語教育なども提供 

• 個々人についての情報をRHQから
ISSJ等に提供し、継続した支援を実現 

• 民間団体の実施した継続支援について、
政府からの予算も提供 
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さらにその先に必要な手立て 

• 抜本的な難民行政の見直し＝包括的な「難民保護法」の制定 

 

– 入国管理に関し、申請中の難民を含めて定義 

• 在留資格の明確化： 「難民」としてのステータスの付与 

• 条約難民、人道的配慮、および第三国定住難民について、包括的な制
度を確立 

• 申請中の在留資格を規定 

 

– 入国後の生活関連の公的支援の法制化 

• 難民・難民申請者に対する支援（現在の外務省による「保護費」や、国民
健康保険に関する取扱いなど）を含め、法的な根拠に基づいたものとす
ることが必要 

 

などを内容とする。 
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